
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

「アイ･エー 経営者通信 」送付のご案内             
初冬の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引⽴て

を賜り厚くお礼申し上げます。今月も「アイ・エー経営者通信」をお届けします。 

医療保険は不要︕︖ 

医療保険という分野の保険があります。不要論もあり、本当に必要なのか︖疑⼼暗⻤
の方も多いかと思います。そもそもの目的としては、相互扶助の精神に基づき加入者
全員がお⾦を出し合って医療費負担が⼤きい⼈の経済的負担を軽減する仕組みのこと
を言います。「公的と⺠間の医療保険がある」「国⺠皆保険制度により基本的には医
療費は 1〜３割の⾃⼰負担」「⾼額医療費制度の適⽤を受ければ、一般的には月間で
約８万円を超えて⾃⼰負担することはない」といわれています。これ以外に健康保険
で補償されない費⽤として、入院中の食事代（460 円/食）や差額ベッド代（数千〜
数万…１⼈部屋の平均、目安として約 8000 円/⽇）などで一⽇約１万円程度必要に
なることが多いようです。10 ⽇の入院で⾼額な場合となっても 15 万円前後あれば足
りるように思われます。わざわざ保険に入らなくても⼤丈夫ですよね︖ 

本当に不要︕︖ 
ただ実際のところは、家族の方のお⾒舞いに掛かる費⽤や、本⼈や看病する家族が有
給を取れずに仕事を休んだ場合の収入減、さらに複数月になった時、貯⾦をやりくり
して対応できますか︖という状況で、難しいと思う方は⺠間の医療保険に入るべき
で、⼤丈夫という方は入らなくても良い、ということだと思いますが、実際には余裕
のない方こそ保険料がもったいないので加入せず、比較的余裕のある方は充実した補
償内容の保険に加入される方が多いように⾒受けます。 

人によって 

結論としては、ご⾃⾝や⾝近な方を通じて経験した医療をもとに、必要性を判断すれ
ばよいと思います。⻑期入院、先進医療、⾃由診療といった特殊事例を他⼈事と思う
か、いつかは⾃分もと思うか、答えは誰にもわかりません。最悪のケースを想定し
て、その際に資⾦不足で⼗分な治療を受けられないことないよう、最低限備えてみて
はいかがでしょうか︖苦しい思いをした方が多かったことをふまえて、様々な保障が
⽣まれ、様々な特約が作られています。数年前には無かった補償もたくさん増えてい
ます。そして、保険を必要と感じた時には入れない、という方も依然多くいらっしゃ
います。保険の事なんて普段は考えないことです。だからこそ、気になった時にはお
気軽にお声掛けください。 では今月もよろしくお願い申し上げます。 

 

 

～トピックス～ 

保険にもいろいろありますが、事故

も何もなければ不要なものです。実際

にはほとんどの方が、好き嫌いに関わ

らず何らかの複数の保険に加入され

ています。必要と思えば、嫌いでも加

入するのは当然のことと思います。 

自分は大丈夫！という価値観もあ

り、本当に人それぞれだといつも感じ

ています。この文章を読まれている方

は、経営者、またはそれに近い方だと

思われ、想定されるリスクに対して、

一定の備えをされている方が多いと思

います。ちょっと振り返って頂いて、社

員の方はいかがでしょうか？ 

若い方で未加入、昔入ってそのま

ま、という方は少なくなく、現状に合わ

ないままにされている方も多くいらっし

ゃいます。年末調整で保険料控除を

受けられる方が多いこの時期、見直す

には良い機会となる時期です。 

若くしてガンで亡くなった同僚や友

人が、皆さまの周囲にも何人かいらっ

しゃると思います。幼いお子様がいる

辛いお葬式に参列された方も多いの

ではないでしょうか。故人の入院中

や、亡くなった後のご家族の経済状態

を聞いて、保険に入っていれば…と、

いうことも少なくありません。 

今でこそ保険の仕事をしています

が、前職の時は保険の営業をうるさく

思い大嫌いでした。うるさく無い程度の

ニーズ喚起、ちょうど良い営業の加減

に悩む毎日です。（浅井） 

料金別納郵便 
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経
営
者
通
信

   

―
あ
な
た
か
ら
の
情
報
と
し
て
経
営
者
に
―

ワン
ポイント

3日・文化の日　23日・勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2023（令和5年）

◆  11月の税務と労務 11月

郵便料金の改定　燃料価格をはじめとする物価や人件費などのコスト上昇を受けて10
月から郵便物の特殊取扱料金が値上げされました。主なものは、一般書留料及び現金
書留料が435円→480円、簡易書留料が320円→350円、内容証明料（謄本1枚）が440円
→480円。「ゆうパック」の基本運賃も平均で約1割値上げされています。

国　税／ 10月分源泉所得税の納付 11月10日
国　税／ 所得税予定納税額の減額承認申請 

 11月15日
国　税／ 所得税予定納税額第2期分の納付

 11月30日
国　税／ 9月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

 11月30日
国　税／ 12月、3月、6月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 11月30日
国　税／ 3月決算法人の中間申告 11月30日
国　税／ 個人事業者の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 11月30日
地方税／ 個人事業税第2期分の納付 

 都道府県の条例で定める日
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※税を考える週間　11月11日～11月17日

キミガヨラン



11 月号─2

や
材
料
費
な
ど
の
仕
入
れ
の
割
合
が

多
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結

果
、
利
益
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
原
価
率
が
高
す
ぎ
る
と
、
売

上
を
多
く
上
げ
て
も
利
益
が
少
な
く

経
営
を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
逆
に
、
原
価
率
が
低
す
ぎ
る
と

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
品
質
低
下
な
ど

の
悪
影
響
を
招
き
顧
客
が
不
満
を
抱

く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
原
価
率
が

低
く
て
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
付
加
価

値
が
あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、

付
加
価
値
が
な
け
れ
ば
割
高
と
思
わ

れ
る
原
因
と
な
り
、
顧
客
離
れ
に
繋

が
り
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
原
価
率
は
適
正
レ

ベ
ル
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
原
価
率
を
計
算
す
る
た
め
に
は「
売

上
高
」と「
売
上
原
価
」を
知
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
売
上
高
は
一
定
期
間

の
本
業
に
よ
る
売
上
の
合
計
額
で

す
。
一
般
的
に
は
一
会
計
期
間
中
の

売
上
を
指
し
、
売
上
原
価
は
以
下
の

式
で
求
め
ら
れ
ま
す
。

売
上
原
価
の
算
出
方
法

　
売 

上
原
価
＝
期
首
（
商
品
）

棚
卸
高
＋
当
期
仕
入
高

－

期
末
（
商
品
）
棚
卸
高

　
棚
卸
は
、
決
算
時
に
必
ず
行
う
処

理
で
商
品
在
庫
の
数
を
確
認
し
て
評

価
額
の
計
算
を
行
い
ま
す
。

二 

　原
価
率
が
上
が
る
原
因

「
ロ
ス
率
」

　
ロ
ス
率
と
は
、
売
上
に
貢
献
で
き

な
か
っ
た
売
上
原
価
が
ど
の
く
ら
い

あ
る
の
か
を
示
す
数
字
で
す
。
た
と

え
ば
、
１
０
０
個
仕
入
れ
た
も
の
の

う
ち
、
品
出
し
の
際
５
個
が
破
損
し

て
し
ま
っ
た
場
合
95
個
し
か
販
売
で

き
な
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち
10

個
が
売
れ
残
り
劣
化
し
た
場
合
に
は

15
個
が
販
売
で
き
ま
せ
ん
。

　
ロ
ス
し
た
商
品
は
そ
の
ま
ま
原
価

に
上
乗
せ
さ
れ
原
価
率
を
押
し
上
げ

る
結
果
と
な
り
ま
す
。
原
価
率
を
決

定
す
る
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
ど
の
程
度
の
ロ
ス
が
出
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
ど
の
程
度
ロ
ス
を
許

容
で
き
る
か
を
考
慮
す
る
こ
と
で
す
。

ロ
ス
率
に
は
、
次
の
３
つ
の
主
な
原

因
が
あ
り
ま
す
。

①
　
棚
卸
に
よ
る
ロ
ス
‥
帳
簿
上
の

在
庫
と
実
際
の
在
庫
が
合
わ
な
い

こ
と
か
ら
発
生
す
る
ロ
ス

②
　
廃
棄
に
よ
る
ロ
ス
‥
賞
味
期
限

切
れ
や
破
損
な
ど
の
理
由
で
商
品

を
廃
棄
す
る
こ
と
で
発
生
す
る
ロ

ス
③
　
機
会
喪
失
に
よ
る
ロ
ス
‥
顧
客

か
ら
の
注
文
に
対
応
で
き
な
か
っ

た
た
め
に
生
じ
る
ロ
ス

　
ど
の
よ
う
な
原
因
で
ロ
ス
が
生
じ

た
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

特
に
、
②
、
③
は
経
営
の
悪
化
に
直

結
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
仕
入
個

数
を
間
違
え
て
大
量
に
仕
入
れ
た

り
、
在
庫
品
を
破
損
し
て
し
ま
う
こ

と
で
ロ
ス
が
出
て
し
ま
う
な
ど
の
人

的
ミ
ス
や
、
人
的
ミ
ス
以
外
に
も
市

場
の
ニ
ー
ズ
が
急
速
に
変
化
し
て
ロ

ス
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ロ
ス
率
の
算
出
方
法

　
ロ 

ス
率
＝
ロ
ス
金
額
÷
売
上

高
×
１
０
０

　
原
価
率
を
意
識
し
た
経
営
は
非
常

に
重
要
で
す
。
原
価
率
を
把
握
し
、

適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は

企
業
の
利
益
の
確
保
や
健
全
な
経
営

に
繋
が
る
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
も
、

原
価
率
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

一

　原
価
率
を
把
握
し
よ
う

　
原
価
率
と
は
、
売
上
に
対
す
る
原

価
の
比
率
の
こ
と
で
す
。

原
価
率
の
算
出
方
法

　
原 

価
率
＝
売
上
原
価
（
製
造

原
価
）
÷
売
上
高

　
顧
客
に
と
っ
て
原
価
率
が
高
い
と

そ
れ
だ
け
良
い
も
の
を
安
く
手
に
入

れ
ら
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
企
業
に
と
っ
て
は
原
価
率

が
高
け
れ
ば
、
売
上
に
対
す
る
商
品

原価率を
意識した
経
営
を
！



3─11月号

　
ロ
ス
金
額
と
は
、
実
際
に
ロ
ス
し

た
金
額
が
い
く
ら
な
の
か
で
す
。

　
通
常
価
格
か
ら
値
引
き
販
売
の
場

合
、「
値
引
き
金
額
×
値
引
き
し
た

個
数
」、
商
品
が
破
損
、
賞
味
期
限

切
れ
等
に
よ
る
廃
棄
の
場
合
、「
通

常
の
販
売
額
×
廃
棄
し
た
個
数
」
で

計
算
さ
れ
ま
す
。

例 

：
通
常
販
売
１
０
０
円
を
１
０
０

個
仕
入
れ
、
値
引
き
販
売
90
円
を

５
個
、
廃
棄
個
数
５
個
の
場
合

　
売 

上
高
＝
１
０
０
円
×
１
０
０
個

＝
１
０
０
０
０
円

　
ロ 

ス
金
額
＝（
１
０
０
円

－

90
円
）

×
５
個+

１
０
０
円
×
５
個
＝

５
５
０
円

　
ロ 

ス
率
　
５
５
０
円
÷
１
０
０
０

０
円
×
１
０
０
＝
５
・
５
％

三

　原
価
率
の
目
安
は
？

　
前
述
の
と
お
り
、
原
価
率
が
低
け

れ
ば
多
く
の
利
益
を
得
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
原
価
率
を
下
げ
す
ぎ
る

と
品
質
低
下
が
起
こ
り
え
ま
す
。
そ

こ
で
、
大
切
な
の
は
業
種
や
経
営
方

針
、
取
り
扱
う
商
品
や
製
品
に
適
切

な
原
価
率
を
設
定
す
る
こ
と
で
す
。

指
針
と
し
て
、「
経
済
産
業
省
企
業

活
動
基
本
調
査
」
の
結
果
か
ら
製
造

業
、
卸
売
業
、
小
売
業
そ
れ
ぞ
れ
の

業
種
の
２
０
２
１
年
度
の
原
価
率
の

平
均
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
調

査
の
対
象
は
、
従
業
者
50
人
以
上
で

資
本
金
ま
た
は
出
資
金
が
３
０
０
０

万
円
以
上
の
企
業
で
す
。

⑴

　製
造
業

　
製
造
業
の
２
０
２
１
年
度
の
売
上

高
は
１
企
業
あ
た
り
２
２
６
億
６
１

６
０
万
円
、
売
上
原
価
は
１
８
０
億

４
１
１
０
万
円
で
原
価
率
は
79
・
６

％
と
な
り
ま
す
。
推
移
を
み
る
と
お

お
よ
そ
80
％
前
後
が
目
安
で
す
。

⑵

　卸
売
業

　
卸
売
業
の
２
０
２
１
年
度
の
売
上

高
は
、
１
企
業
当
た
り
３
９
１
億
３

９
３
０
万
円
、
売
上
原
価
は
３
４
１

億
10
万
円
で
原
価
率
は
87
・
１
％
と

な
り
ま
す
。

　
卸
売
業
は
他
の
業
種
に
比
べ
て
原

価
率
が
高
い
傾
向
に
あ
り
、
お
お
よ

そ
88
％
前
後
が
目
安
で
す
。

⑶

　小
売
業

　
小
売
業
の
２
０
２
１
年
度
の
売
上

高
は
１
企
業
あ
た
り
２
６
２
億
９
２

１
０
万
円
、
売
上
原
価
は
１
８
４
億

９
２
３
０
万
円
で
原
価
率
は
70
・
３

％
で
す
。

　
小
売
業
は
原
価
率
が
低
い
業
種
と

な
っ
て
お
り
、
お
お
よ
そ
71
％
前
後

が
目
安
で
す
。

　
い
ず
れ
も
あ
く
ま
で
も
業
種
別
の

目
安
で
あ
り
自
社
で
の
最
適
な
原
価

率
は
取
り
扱
う
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
、

経
営
方
針
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。

〔
参
照
：
経
済
産
業
省
：
２
０
２
２

年
企
業
活
動
基
本
調
査
確
報

－

２
０

２
１
年
度
実
績
〕

四 

　原
価
率
を
抑
え
る
た
め
の

具
体
策

　
原
価
率
（
売
上
原
価
÷
売
上
高
）

を
抑
え
る
た
め
に
は
分
母
の
売
上
高

を
上
げ
る
か
、
分
子
の
売
上
原
価
を

下
げ
る
か
と
な
り
ま
す
。

★
売
上
高
を
上
げ
る

・ 

　
販
売
価
格
を
上
げ
る
…
競
合
他

社
の
値
付
け
や
顧
客
ニ
ー
ズ
を
見

極
め
販
売
価
格
を
上
げ
る
。
そ
の

際
、
顧
客
離
れ
し
な
い
よ
う
慎
重

に
行
う

★
売
上
原
価
を
下
げ
る

・ 

　
仕
入
量
の
見
直
し
‥
大
量
発
注

し
て
仕
入
単
価
を
下
げ
た
り
、
継

続
し
て
仕
入
れ
る
な
ど
仕
入
業
者

と
上
手
く
価
格
交
渉
し
て
み
る
。

そ
の
う
え
で
最
適
な
在
庫
量
を
把

握
し
キ
ー
プ
す
る
こ
と
で
原
価
率

を
低
下
さ
せ
る

・
　
仕
入
先
の
見
直
し
‥
よ
り
安
い

仕
入
先
や
細
か
い
発
注
が
可
能
か

検
討

・
　
仕
入
材
料
の
見
直
し
‥
品
質
と

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
材
料
費
を
抑

制
・
　
在
庫
の
管
理
方
法
の
徹
底
‥
ロ

ス
が
起
こ
る
原
因
を
追
究
し
ト
ラ

ブ
ル
が
起
こ
り
に
く
く
す
る
。
自

社
の
み
で
完
結
で
き
る
対
策
。

・
　
原
価
率
が
低
い
商
品
を
主
力
に

‥
広
告
宣
伝
に
力
を
い
れ
る

五

　最
後
に

　
原
価
率
を
意
識
し
た
経
営
は
利
益

の
最
大
化
や
安
定
に
繋
が
り
ま
す
。

自
社
に
と
っ
て
の
適
切
な
原
価
率
を

検
討
す
る
こ
と
が
第
一
歩
で
す
。

原価率の推移 （％）

製造業 卸売業 小売業

2017 年度 79.5 88.6 71.7

2018 年度 80.4 88.6 71.8

2019 年度 81.1 88.2 71.8

2020 年度 80.8 87.6 71.2

2021 年度 79.6 87.1 70.3

経済産業省資料より
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

位
置
付
け
が
２
類
か
ら
５
類
に
移
行

さ
れ
て
か
ら
半
年
が
経
過
し
、
イ
ベ

ン
ト
や
旅
行
な
ど
が
コ
ロ
ナ
前
の
状

態
に
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
忘
年
会
シ
ー
ズ
ン
に
向
か
い
、
企

業
の
接
待
を
含
め
て
、
再
び
飲
食
を

す
る
機
会
も
増
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

　
そ
こ
で
今
回
は
、
飲
食
代
に
関
す

る
税
法
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
確

認
し
ま
す
。

一  

飲
食
代（
交
際
費
等
）の
取
り
扱
い

　
飲
食
代
に
限
ら
ず
交
際
費
等
は
損

金
不
算
入
が
原
則
で
す
が
、
資
本
金

又
は
出
資
金
１
億
円
以
下
の
中
小
法

人
は
、
親
会
社
の
資
本
金
が
５
億
円

以
上
の
１
０
０
％
子
会
社
等
を
除

き
、
年
８
０
０
万
円
ま
で
は
損
金
算

入
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
飲
食
代

に
つ
い
て
は
、
１
人
５
千
円
以
下
の

少
額
な
も
の
は
交
際
費
等
か
ら
除
外

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
以
下「
５
千

円
基
準
」
と
い
い
ま
す
）。
ま
た
一

定
の
法
人
に
は
、
１
人
５
千
円
を
超

え
た
場
合
で
も
、
そ
の
50
％
相
当
額

を
損
金
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
以
下
「
50
％
損
金
算
入
の
特
例
」
と

い
い
ま
す
。
表
１
参
照
）。

二
　
対
象
と
な
る
飲
食
代

　
５
千
円
基
準
も
50
％
損
金
算
入
の

特
例
も
、
対
象
と
な
る
飲
食
代
の
範

囲
は
、「
得
意
先
等
」
と
の
「
飲
食
の

み
の
接
待
」
に
な
り
ま
す
。
自
社
の

役
員
や
社
員
、
ま
た
は
そ
の
役
員
や

社
員
の
親
族
な
ど
だ
け
を
対
象
と
し

た
飲
食
代
、
得
意
先
と
の
ゴ
ル
フ
や

旅
行
な
ど
の
途
中
で
の
飲
食
代
は
、

対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
食

事
券
な
ど
を
贈
答
す
る
こ
と
や
飲
食

表1　交際費等の取り扱い

資本金の額等 1億円以下泫 1億円超100億円以下 100億円超

5千円基準 ○ ○ ○

50％損金算入の特例 ○
有利選択

○ ×

年800万円定額控除 ○ × ×

泫　資本金5億円以上の法人の100%子会社等は除く

飲食代に
まつわる税務
法人税と消費税

表 2　帳簿書類等の記載事項

5千円基準 50％損金算入の特例

書類等
書類（指定書式なし）
領収書に記載や会社独自の様式も認め
られる

帳簿書類（青色申告の記帳・保存義務
の帳簿等）
なお、領収書に記載や会社独自の様式
も帳簿書類に含まれる

記載事項
①飲食年月日　②得意先名等
③参加者数　④飲食金額、飲食店名等
⑤ その他飲食を明らかにする書類

左記のうち、③以外の事項
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代
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
も
、
対
象

に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
テ
ー
ブ
ル
チ
ャ
ー
ジ
料
や

サ
ー
ビ
ス
料
な
ど
は
、
飲
食
に
類
す

る
行
為
と
し
て
、
５
千
円
基
準
や

50
％
損
金
算
入
の
特
例
の
対
象
に
な

り
ま
す
。

三
　
帳
簿
書
類
等
の

　
　
　
　
記
載
と
保
存
要
件

　
５
千
円
基
準
や
50
％
損
金
算
入
の

特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
、
必
要

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
類
を
保
存
す

る
こ
と
が
要
件
に
な
り
ま
す
。
記
載

が
必
要
な
事
項
は
、
①
飲
食
年
月

日
、
②
得
意
先
名
等
・
当
社
と
の
関

係
・
参
加
者
氏
名
、
③
参
加
者
数

（
５
千
円
基
準
の
み
必
要
）、
④
飲
食

金
額
・
飲
食
店
名
・
住
所
、
⑤
そ
の

他
飲
食
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
事
項

で
す（
前
頁
表
２
参
照
）。

四
　
飲
食
代
の
消
費
税

　
消
費
税
の
経
理
処
理
に
は
、「
税

込
経
理
方
式
」
と
「
税
抜
経
理
方
式
」

が
あ
り
ま
す
。
金
額
の
判
定
は
、
会

社
が
採
用
し
て
い
る
消
費
税
の
経
理

処
理
方
法
が
税
込
経
理
方
式
で
あ
れ

ば
税
込
金
額
で
、
税
抜
経
理
方
式
で

あ
れ
ば
税
抜
金
額
で
行
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
税
込
経
理
方
式
の
方
が

税
抜
経
理
方
式
よ
り
交
際
費
等
の
金

額
は
大
き
く
な
り
ま
す
。

　
消
費
税
の
適
用
税
率
に
は
、
標
準

税
率
（
10
％
）
と
飲
食
料
品
な
ど
に

適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
（
８
％
）
が

あ
り
ま
す
。
飲
食
代
で
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
を
し
た
場
合
な
ど
は
軽
減
税
率
が

適
用
さ
れ
ま
す
が
、
飲
食
店
で
飲
食

を
し
た
場
合
は
、
標
準
税
率
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
酒
類
は
標
準
税
率
に
な
り
ま

す
。五

　
制
度
に
関
す
る
Q
＆
A

　
最
後
に
、
飲
食
代
に
ま
つ
わ
る
誤

り
や
す
い
事
例
や
注
意
点
を
Q
＆
A

を
用
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

　
飲
食
代
に
つ
い
て
「
５
千
円

基
準
」
の
取
り
扱
い
が
あ
る
と

聞
き
ま
し
た
が
、
飲
食
代
で
１
人

５
千
円
を
超
え
た
場
合
、
５
千
円
以

下
の
部
分
を
交
際
費
等
の
額
か
ら
除

外
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

　
交
際
費
等
の
額
か
ら
除
外
さ

れ
る
飲
食
代
は
、
１
人
当
た
り

の
金
額
が
５
千
円
以
下
の
費
用
そ
れ

自
体
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
１
人
５
千
円
を
超
え
る
飲
食
代

に
つ
い
て
、
そ
の
飲
食
代
の
う
ち

５
千
円
を
超
え
る
部
分
だ
け
を
交
際

費
等
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の

飲
食
代
の
す
べ
て
が
交
際
費
等
に
な

り
ま
す
。

　
飲
食
代
に
つ
い
て
５
千
円
基

準
や
50
％
損
金
算
入
の
特
例
を

適
用
す
る
場
合
、
必
要
事
項
を
帳
簿

書
類
等
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、注
意
す
べ
き
点
は
あ
り
ま
す
か
。

　
帳
簿
書
類
等
へ
の
記
載
事
項

に
、「
参
加
し
た
得
意
先
な
ど

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
関
係
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
社
内
飲
食

代
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
す
。そ
の
た
め
、「
○
○
会
社
・

□
□
部
・
△
△
◇
◇
（
氏
名
）・
卸

売
先
」
の
よ
う
に
、
相
手
方
の
氏
名

や
名
称
の
全
て
を
記
載
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
参
加
者
の
一
部
が
不
明

の
場
合
や
参
加
者
が
多
数
の
場
合

は
、
そ
の
参
加
者
が
真
正
で
あ
る
限

り
に
お
い
て
、「
○
○
会
社
・
□
□
部
・

△
△
◇
◇
（
氏
名
）
部
長
他
10
名
・

卸
売
先
」
の
よ
う
な
記
載
で
あ
っ
て

も
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

　
５
千
円
基
準
や
50
％
損
金
算

入
の
特
例
の
制
度
は
、「
飲
食
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為
の
た
め
に

要
す
る
費
用
」
に
つ
い
て
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
が
、
ど
の

よ
う
な
も
の
が
対
象
と
な
り
ま
す
か
。

　「
飲
食
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
行
為
の
た
め
に
要
す
る
費
用
」

に
は
、
例
え
ば
得
意
先
な
ど
の
業
務

の
遂
行
や
行
事
の
開
催
に
際
し
て
弁

当
の
差
し
入
れ
を
行
う
た
め
の
「
弁

当
代
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ

の
場
合
に
対
象
と
な
る
弁
当
は
、
得

意
先
な
ど
に
お
い
て
差
し
入
れ
後
相

応
の
時
間
内
に
飲
食
さ
れ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
も
の
を
前
提
と
し
て
い

ま
す
。
な
お
、
単
な
る
飲
食
物
の
詰

め
合
わ
せ
を
贈
答
す
る
行
為
は
、
い

わ
ゆ
る
中
元
・
歳
暮
と
変
わ
ら
な
い

た
め
、制
度
の
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Q　1Q　2

Q　3

A　1A　2

A　3
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派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
や
安
全

衛
生
を
確
保
す
る
た
め
、
労
働
基
準

法
や
労
働
安
全
衛
生
法
の
各
規
定
に

つ
い
て
は
、
派
遣
元
お
よ
び
派
遣
先

と
の
間
で
ど
ち
ら
に
責
任
を
負
わ
せ

る
か
が
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
通
達
「
派
遣
労
働
者
に

係
る
労
働
条
件
及
び
安
全
衛
生
の
確

保
に
つ
い
て
」（
基
発
０
９
３
０
第
５

号
）な
ど
を
基
に
、主
に「
労
働
条
件
」

に
関
す
る
派
遣
元
と
派
遣
先
の
責
任

区
分
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

一

　は
じ
め
に  

　
派
遣
労
働
者
の
労
働
条
件
・
安
全

衛
生
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
重
要
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
３
点
お
伝
え
し

ま
す
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
各

責
任
区
分
な
ど
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①
　
派
遣
元
・
派
遣
先
の
双
方
が
、

自
ら
の
責
任
を
十
分
に
理
解
し
そ

れ
ぞ
れ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
。

②
　
派
遣
元
・
派
遣
先
は
、
労
働
者

派
遣
契
約
の
相
手
方
の
責
任
に
つ

い
て
も
互
い
に
理
解
し
、
そ
の
上

で
適
切
な
連
携
を
図
る
こ
と
。

③
　
特
に
、
安
全
衛
生
を
確
保
す
る

た
め
に
は
、
派
遣
先
が
派
遣
労
働

者
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
現
場
の
状
況

に
即
し
適
切
に
講
ず
る
こ
と
。

二

　労
働
条
件
の
確
保  

㈠

　派
遣
元
が
実
施
す
べ
き
重
点
事

項
①

　契
約
期
間

　
　
派
遣
元
は
、
有
期
労
働
契
約
を

１
回
以
上
更
新
し
、
か
つ
、
雇
入

れ
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
超

え
て
継
続
勤
務
し
て
い
る
派
遣
労

働
者
と
の
有
期
労
働
契
約
を
更
新

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該

契
約
の
実
態
及
び
当
該
労
働
者
の

希
望
に
応
じ
て
、
契
約
期
間
を
で

き
る
限
り
長
く
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す（
努
力
規
定
）。

②

　労
働
条
件
の
明
示

　
　
派
遣
労
働
者
と
労
働
契
約
を
締

結
す
る
と
き
は
、
労
働
基
準
法
第

15
条
の
明
示
事
項
の
ほ
か
、
労
働

者
派
遣
法
第
34
条
第
１
項
の
就
業

条
件
の
明
示
も
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
　
明
示
内
容
に
異
な
る
部
分
も
あ

る
（
労
働
者
派
遣
法
の
就
業
条
件

明
示
に
は
、
指
揮
命
令
者
、
派
遣

期
間
、
苦
情
処
理
の
申
出
先
な
ど

が
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
律
に
お
い
て
明
示
す
べ
き
と

さ
れ
て
い
る
事
項
に
気
を
つ
け
ま

し
ょ
う
。

③

　最
低
賃
金

　
　
賃
金
の
支
払
い
は
派
遣
元
が
行

い
ま
す
が
、
最
低
賃
金
の
取
り
扱

い
に
は
注
意
を
要
し
ま
す
。

　
　
例
え
ば
、A
県
の
派
遣
元
か
ら
、

B
県
に
あ
る
派
遣
先
に
労
働
者

を
派
遣
す
る
場
合
は
、
派
遣「
先
」

で
あ
る
B
県
の
最
低
賃
金
を
適

用
し
、
そ
の
最
低
賃
金
額
以
上
の

賃
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

④

　休
業
手
当

　
　
派
遣
労
働
者
を
、
使
用
者
の
責

め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
休
業

さ
せ
る
場
合
に
は
、
派
遣
元
が
、

休
業
手
当
（
平
均
賃
金
の
６
割
以

上
）
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
　
な
お
、「
派
遣
先
が
講
ず
べ
き

措
置
に
関
す
る
指
針
」
に
お
い
て

は
、
派
遣
先
の
都
合
に
よ
り
労
働

者
派
遣
契
約
が
中
途
解
除
さ
れ
た

場
合
、
派
遣
労
働
者
の
新
た
な
就

業
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
と

し
、こ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、

少
な
く
と
も
派
遣
元
が
派
遣
労
働

者
を
休
業
さ
せ
る
こ
と
等
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た

派
遣
元
の
損
害
に
つ
い
て
、
派
遣

先
が
賠
償
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤

　労
働
時
間
の
管
理

　
　
派
遣
労
働
者
の
労
働
時
間
の
管

理
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
派
遣
先

に
お
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
労
働
時
間
に
関
す
る
法

令
違
反
が
な
い
よ
う
派
遣
元
に
お

い
て
も
累
計
労
働
時
間
を
把
握
、

管
理
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
　
派
遣
元
と
派
遣
先
と
の
間
で
、

労
働
時
間
に
関
す
る
連
絡
体
制
を

整
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

⑥

　36
協
定
の
締
結
・
届
出

　
　
時
間
外
・
休
日
労
働
協
定
（
36

協
定
）
は
、
派
遣
元
で
締
結
・
届

出
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑦

　割
増
賃
金
の
支
払

派遣元と
派遣先の
責任区分

（労働者派遣）
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賃
金
の
支
払
い
は
、
派
遣
元
が

行
い
ま
す
。

　
　
時
間
外
労
働
に
対
す
る
割
増
賃

金
の
支
払
等
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
派
遣
先
で
行
っ
た

時
間
外
労
働
の
時
間
を
、
派
遣

先
・
派
遣
労
働
者
か
ら
確
認
す
る

体
制
を
整
え
ま
し
ょ
う
。

⑧

　年
次
有
給
休
暇

　
　
派
遣
元
は
、
派
遣
労
働
者
に
法

定
の
年
次
有
給
休
暇
を
与
え
ま

す
。
派
遣
先
へ
の
代
替
労
働
者
の

派
遣
、
派
遣
先
に
お
け
る
業
務
量

の
調
整
な
ど
、
派
遣
労
働
者
が
年

次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
く
な

る
体
制
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
が

望
ま
し
い
で
す
。

　
　
な
お
、
派
遣
労
働
者
か
ら
請
求

さ
れ
た
時
季
に
年
次
有
給
休
暇
を

与
え
る
こ
と
が
派
遣
元
の
事
業
の

正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
に

は
、
派
遣
元
は
他
の
時
季
に
こ
れ

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
派

遣
先
の
事
情
は
、
直
ち
に
は
派
遣

元
が
時
季
変
更
権
を
行
使
す
る
理

由
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
事
業
の
正

常
な
運
営
を
妨
げ
る
か
否
か
は
、

派
遣
元
の
事
業
で
判
断
し
ま
す
。

⑨

　就
業
規
則

　
　
派
遣
労
働
者
と
そ
れ
以
外
の
労

働
者
を
合
わ
せ
て
常
時
10
人
以
上

の
労
働
者
を
使
用
す
る
派
遣
元

は
、
派
遣
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ

る
就
業
規
則
を
作
成
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

⑩

　無
期
転
換
ル
ー
ル

　
　
派
遣
労
働
者
も
無
期
転
換
ル
ー

ル
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
無
期
転

換
ル
ー
ル
と
は
、
有
期
労
働
契
約

が
反
復
更
新
さ
れ
て
通
算
５
年
を

超
え
た
と
き
に
、
労
働
者
の
申
込

み
に
よ
り
無
期
労
働
契
約
に
転
換

で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

㈡

　派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
重
点
事

項
　
次
に
、
派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
事

項
を
見
て
い
き
ま
す
。

①

　労
働
時
間
の
適
正
把
握

　
　
派
遣
先
は
、
派
遣
労
働
者
の
労

働
時
間
を
適
正
に
把
握
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
把
握
の
方
法
は
「
労
働
時
間
の

適
正
な
把
握
の
た
め
に
使
用
者
が

講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
厚
生
労
働
省
）
を
参
照

し
な
が
ら
進
め
て
い
く
と
よ
い
で

し
ょ
う
。

②

　時
間
外
・
休
日
労
働

　
　
派
遣
先
で
時
間
外
・
休
日
労
働

を
行
わ
せ
る
場
合
に
は
、
派
遣
元

の
事
業
場
で
36
協
定
を
締
結
・
届

出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
36
協

定
で
定
め
た
範
囲
を
超
え
て
時
間

外
労
働
等
を
行
わ
せ
た
場
合
、
派

遣
先
が
労
働
基
準
法
違
反
と
さ
れ

ま
す
。

　
　
派
遣
先
は
、
派
遣
元
の
36
協
定

の
内
容
等
を
把
握
し
、
そ
の
範
囲

内
に
留
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

三

　安
全
衛
生
の
確
保  

㈠

　派
遣
元
が
実
施
す
べ
き
事
項

　
派
遣
元
は
、
雇
入
れ
時
の
安
全
衛

生
教
育
、
一
般
健
康
診
断
な
ど
を
実

施
し
ま
す
。
長
時
間
労
働
者
か
ら
申

出
が
あ
っ
た
と
き
の
面
接
指
導
、
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
も
派
遣
元
が

行
い
ま
す
。

　
労
災
保
険
は
、
派
遣
元
の
適
用
労

働
者
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
が
、
保
険

給
付
の
請
求
様
式
（
療
養
補
償
給
付

請
求
書
な
ど
）
に
は
、
派
遣
先
の
証

明
欄
も
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険
給
付

の
請
求
手
続
き
の
際
は
、
派
遣
先
と

も
連
絡
を
と
り
な
が
ら
進
め
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

※
「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」
に
つ
い

て
は
、
次
の
派
遣
先
の
項
目
に
お

い
て
触
れ
ま
す
。

㈡

　派
遣
先
が
実
施
す
べ
き
事
項

　
派
遣
先
で
は
、
危
険
ま
た
は
健
康

障
害
の
防
止
措
置
を
実
施
し
ま
す
。

　
そ
の
他
、
従
事
す
る
業
務
に
つ
い

て
の
安
全
衛
生
教
育
、
一
定
の
有
害

業
務
に
常
時
従
事
す
る
派
遣
労
働
者

へ
の
特
殊
健
康
診
断
も
行
い
ま
す
。

　
派
遣
元
に
対
し
て
安
全
衛
生
教
育

に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
、

派
遣
元
・
派
遣
先
が
協
力
し
な
が
ら

安
全
衛
生
の
対
策
を
講
じ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　
労
災
事
故
に
対
す
る
保
険
給
付
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
と
お
り
、
請
求

す
る
際
に
、
派
遣
先
の
証
明
も
必
要

に
な
り
ま
す
。
労
災
事
故
が
発
生
し

た
と
き
は
、
発
生
日
時
や
場
所
、
被

災
時
の
状
況
な
ど
を
で
き
る
限
り
詳

し
く
記
録
し
、
派
遣
元
に
対
し
て
連

絡
を
す
る
な
ど
連
携
を
図
っ
て
い
く

と
よ
い
で
す
。

　
な
お
、
死
亡
・
休
業
者
が
生
じ
た

と
き
の
「
労
働
者
死
傷
病
報
告
」
は
、

派
遣
元
・
派
遣
先
の
ど
ち
ら
も
作
成
・

提
出
が
必
要
で
す
。
ま
ず
は
派
遣
先

が
作
成
し
、
派
遣
先
を
管
轄
す
る
労

働
基
準
監
督
署
に
提
出
し
ま
す
。
そ

の
写
し
を
派
遣
元
に
送
付
し
、
そ
れ

を
基
に
派
遣
元
に
お
い
て
も
作
成

し
、
派
遣
元
を
管
轄
す
る
労
働
基
準

監
督
署
に
提
出
し
ま
す
。
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　最近、無人店舗をよく見かけるようにな
りました。特に、冷凍餃子をはじめとする
自動販売機ビジネスを中心に無人店舗が全
国に急増しています。需要が高まる理由は
何でしょうか。
　新型コロナ感染症による非接触・非対面
ニーズが高まったことはいうまでもありま
せん。時間や人目を気にせず気軽に買える
という点も消費者に支持されているポイン
トです。従来の無人販売といえば野菜の路
上販売やコインランドリーでしたが、大き
く状況を変えるきっかけになったのはDX（デ
ジタルトランスフォーメーション）の浸透で
す。顔認証やAI搭載カメラなどの普及によっ
てコンビニ、化粧品、トレーニングジムな
ど様々な業界で無人化が進み無人販売を行
いやすい環境が整いつつあります。
　無人販売の最大のメリットは人件費の削
減です。お客様が商品・サービスを選び会

計をセルフで済ませることが基本となりま
す。それにより接客や会計のスタッフは不
要となり、在庫の補充管理など最低限の作
業で済むことから省人化による人件費の削
減が可能で人手不足の解消にも繋がりま
す。
　また、24時間販売が可能となることも
大きなメリットです。有人店舗の場合、定
休日や営業時間外など販売機会の損失があ
りますが24時間365日営業できるため新
たな客層を取り込める可能性もあります。
デメリットとしては人件費が削減できる一
方で、防犯カメラやセンサーの設置、決済
システムの導入などの初期投資が発生する
ことです。防犯カメラ搭載とはいえ無人の
ため盗難等の恐れはあります。
　収支シミュレーションに基づく事業計画
は必要ですが、数年後は無人店舗が当たり
前の時代がくるかもしれません。その時慌
てないよう今から無人店舗の存在を認識し、
商品や販売システムに個性を持たせる運営
で成功させましょう。

需要が高まる無人店舗

　昼飲みとは、その名の通り昼間からお酒
を飲むことですが、海外では珍しいことで
はなく近年、ランチタイムから飲むスタイ
ルが日本でも定着化してきています。昼飲
みを上手く取り込むことは新規顧客獲得や
売り上げアップに繋がります。
　人気の理由としては、昼間にリラックス
できる非日常感が味わえ、起きている間に
アルコールを分解・消化するため肝臓の負
担が軽くなります。昼営業を強化すると普
段子どもや介護が必要な家族がいると飲み
に出かけられない新たな顧客層を獲得でき
ます。
　昼飲みは、お客様があまり入らない昼と
夜の間のアイドルタイムや休日のランチタ
イムを利用しメニューの割引サービスを行
い集客を図ります。薄利多売になりますが
早い時間帯からの呼び込みや店内が賑わっ
ている状態を作っておくことが夜営業の利
益率アップに有利です。

昼飲みで営業強化　

日
本
で
は
毎
年
11
月
15
日
〜
２
月

15
日
ま
で
狩
猟
が
解
禁
と
な
り
ジ
ビ

エ
の
シ
ー
ズ
ン
で
す
。
ジ
ビ
エ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
食
用
と
な
る
野
生
の

鳥
獣
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
肉
や
料
理

を
意
味
し
ま
す
。

　

こ
こ
最
近
フ
ラ
ン
ス
料
理
以
外
の

飲
食
店
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
で
も

取
り
扱
わ
れ
注
目
度
が
ア
ッ
プ
し
て

い
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
は
鹿
や
猪

で
す
が
、
こ
れ
ら
は
低
カ
ロ
リ
ー
で

高
タ
ン
パ
ク
の
た
め
健
康
や
美
容
に

も
よ
く
、
ア
ス
リ
ー
ト
食
と
し
て
も

大
人
気
で
す
。
近
年
、
増
加
し
た
野

生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
が
深
刻
化
し
耕

作
放
棄
や
離
農
の
増
加
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
ん
な
厄
介
者
を
ジ
ビ
エ
料
理
に

変
え
て
消
費
し
よ
う
と
い
う
取
り
組

み
が
活
発
化
し
捕
獲
鳥
獣
の
処
理
費

用
の
軽
減
、
日
本
の
農
林
業
を
守
る

こ
と
に
繋
が
り
S
D
G
s
の
観
点
か

ら
も
注
目
を
浴
び
て
い
ま
す
。

ジ
ビ
エ
の
利
活
用


